
地域と協同の研究センター研究員
あいち多文化共生推進会議委員

神田すみれ

「誰も取り残されない愛知」を実現するために

外国人〜海外出身・海外にルーツがある人たち〜



(1) 東京都 ６２７，１８３人 （＋３１，０３５人）

(2) 愛知県 ２９７，２４８人 （＋１０，６４４人）

(3) 大阪府 ２８５，２７２人 （＋１２，８２３人）

(4) 神奈川県 ２５６，７３８人 （＋１０，９４８人）

(5) 埼玉県 ２２１，８３５人 （＋ ９，２１１人）

愛知県の外国人人口

出典：法務省出入国在留管理庁ウェブサイト



2008年
・留学生30万人計画

・技能実習制度改正
在留資格

「技能実習」創設~1980年
・在日コリアン
（特別永住者）

・中国帰国者
（定住者）

1990年
・入管法改正

日系人（定住者）
・外国人研修制度

1993年
・技能実習制度創設

実習期間2年
（技能実習）

1997年
・技能実習期間

３年へ

2019年
・在留資格

「特定技能」創設

2023年
・留学生40万人計画
・補完的保護制度

日本の外国人受入れの変遷

2021年
ウクライナ避難民

アフガニスタン退避者
ミャンマー・スーダン

1980年〜
・フィリピン•中国・タイ等
（興行・日本人の配偶者等）

・中東（短期滞在）

2017年
・在留資格「介護」創設
・技能実習期間5年へ

高齢化（介護・看取り）

子どもの教育

若者：留学生・技能実習生・特定技能

就労・雇用

出産・子育て

難民



高齢化

65歳以上の在留外国人

1990年 7万人

↓

2020年18万8000人

（出典：出入国在留管理庁）

人生の最後の尊厳を支える介護・看取り

・言語（母語返り）

・母文化（習慣・味覚）

・死に対する概念

・葬儀・お墓



５言語・ポルトガル語・中国語・フィリピン語・韓国・朝鮮語・英語 で作成

＜外国人向け介護制度説明リーフレット＞



子どもの教育

・言語（日本語/母語・継承語教育)

・教育概念・教育文化

・アイデンティティ

・進学・キャリア

・メンタルケア



出典：文化庁ウェブサイト



すべての子どもたちにも分かる授業を

視覚化
伝わる授業をする

パワーポイントで絵や写真を見せる
ルビをふる

参加 子ども達の頭の中にある言語を引き出して、
子ども達が参加できる授業にする

教育レベルはそのままで
コミュニケーションの方法を変えること

日本語教育や知識教育に偏りすぎない

子どもがもつ能力を最大限のばす「多文化対応教育」



日本国憲法 第２６条

第一項 教育を受ける権利
第二項 教育を受けさせる義務

「国民」日本国籍を持つ子どもに限られている
義務教育の対象ではない（恩恵）
希望があれば教育を受ける機会は提供

公立の義務教育諸学校へ就学を希望する場合には、国際
人権規約等も踏まえ、日本人児童生徒と同様に無償で受
け入れる。教科書の無償配布及び就学援助を含め、日本
人と同一の教育を受ける機会を保障する。

進学・就労の壁

・在留資格

・国籍条項

・奨学金



出生地

国籍

移動の

時期

家庭内
の文化

母語

外見

名前

育った

地域・環境

多様な背景をもつ子ども達（第2世代）



・いつ自分の国に帰るの？

・日本名はないのですか？

・日本語、お上手ですね

・第三者返答

＜レイシャルプロファイリング＞

・職務質問

＜マイクロアグレッション＞



就労・雇用

外国人雇用事業所数上位3都府県
・東京 76,211 所
・愛知 23,850 所
・大阪 23,413 

外国人労働者数上位3都府県
・東京 500,089 人
・愛知 188,691 人
・大阪 124,570 人

出典：厚生労働省ウェブサイト

（「外国人雇用状況」の届出状況【概要版】(令和4年 10 月末現在) 

外国人労働者
東京に次いで２番目に多い

特定技能、技能実習生は全国で1番多い



共に働くための工夫

・環境・仕組みづくり

・共に働く人への意識啓発

・コミュニケーション方法



「誰も取り残されない愛知」
を実現するために

人間の安全保障

すべての個人、特に脆弱な人々が

すべての権利を享受し

人間としての潜在力を

十分に発展させるために

平等な機会を持ち

恐怖からの自由と

欠乏からの自由を得る権利を
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